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人事諸施策の実施に関するお知らせ 

 

当社は、平成１５年４月２４日開催の取締役会において、下記のとおり『新 Profit 計画に基づ

く人事諸施策の実施』を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ 退職制度の改定 

１．退職一時金制度の廃止について 

（１）対 象 者  退職金支給規程に該当する従業員 

（２）廃 止 方 法  平成１５年９月３０日在籍の上記従業員分の退職一時金を全額削減し、

以降退職一時金制度は廃止いたします。 

なお、企業年金制度は従来とおりといたします。 

２. 定年退職年齢の延長について 

平成１５年９月３０日より定年退職年齢を満６０歳から満６５歳へ引上げを実施し雇用

確保を促進いたします。 

但し、平成１５年９月３０日付定年退職者は、上記適用除外といたします。  

    

Ⅱ 特別退職規程の新設 

  １．対 象 者  退職金支給規程に定める在職期間が退職日現在満３年以上の者 

  ２．退 職 日  平成１５年１２月３１日 

  ３．受 付 期 間  平成１５年６月２日より平成１５年７月３１日迄 

  ４. 定   員  １００名 

  ５．そ の 他  割増退職金を支給する。 

    

Ⅲ 今後の見通し 

退職制度の改定により、未認識項目約６７億円の削減と退職給付引当金取崩額約３４億円

(平成１５年３月末日現在)が見込まれます。これにより、１０月に予定している会社分割に

おいて、分割会社では損失認識する未認識項目の額が減少し、退職給付引当金取崩額は特別

利益に計上する予定であります。 

また、特別退職規程の定員に応募者が達した場合、割増退職金の総額は約８億円が見込ま

れ、これに伴う人件費の減少額は年間約８億円が見込まれます。なお、割増退職金について

は平成 1 ６年３月期に承継会社の特別損失に計上する予定であります。 

注：未認識項目(未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異及び会計基準変更時差異の未処

理額) 

 

                                     以   上 


